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ii.生物剤が用いられた場合

①特徴
生物剤は、人や動物を殺傷したり植物を枯らすことなどを目的とした細
菌やウイルスなどの微生物及び細菌や動植物などが作り出す毒素のこと
をいい、人に知られることなく散布することが可能です。触れたり、口
に入れたり、吸引することで人体に悪影響を及ぼすことから、化学剤と
同様に、飲食物及び日用品などへの混入、人体への直接注入、爆発物や
噴霧器などを使用した散布などが考えられます。
また、発症するまでの潜伏期間に、感染した人々が移動し、後に生物剤
が散布されたと判明した場合には、既に広域的に被害が発生している
可能性があります。ヒトを媒体とする天然痘などの生物剤による攻撃が
行われた場合には、二次感染により被害が拡大することが考えられます。
国は、一元的な情報収集、データ解析などにより疾病を監視して、感染
源や汚染された地域を特定し、感染源となった病原体の特性に応じた
医療を行い、まん延の防止に努めます。
行政機関の情報や発生した症状などから感染の疑いがある場合は、医師
の診断を受けるとともに、行政機関の行うまん延防止の措置に従うこと
が重要となります。

②留意点
口と鼻をハンカチで覆いながら、その
場から直ちに離れ、外気から密閉性の
高い屋内の部屋または感染のおそれ
のない安全な地域に避難しましょう。
屋内では、窓閉め、目張りにより室内を
密閉し、できるだけ窓のない中央の部
屋に移動しましょう。
屋外から屋内に戻ってきた場合は、汚染
物を身体から取り除くため、衣類を脱い
でビニール袋や容器に密閉しましょう。
また、水と石けんで手、顔、体をよく洗
いましょう。
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